
○ 三 重 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表 （ 案 ）  

 改   正   案  現      行  

（ 児 童 ポ ル ノ の 提 供 を 求 め る 行 為 の 禁 止 ）  

第 二 十 三 条 の 二  何 人 も 、 青 少 年 に 対 し 、 当 該 青 少

年 に 係 る 児 童 ポ ル ノ 等 （ 児 童 買 春 、 児 童 ポ ル ノ に

係 る 行 為 等 の 規 制 及 び 処 罰 並 び に 児 童 の 保 護 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 五 十 二 号 ） 第 二 条

第 三 項 に 規 定 す る 児 童 ポ ル ノ 又 は 同 法 第 七 条 第 二

項 に 規 定 す る 電 磁 的 記 録 そ の 他 の 記 録 を い う 。 第

四 十 条 第 五 項 に お い て 同 じ 。 ） の 提 供 を 行 う よ う

求 め て は な ら な い 。  

 

（ 新 設 ）  

第 四 十 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 三 十 万 円

以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

一  第 二 十 条 の 二 又 は 第 二 十 条 の 三 の 規 定 に 違 反

し た 者  

二  第 二 十 三 条 の 二 の 規 定 に 違 反 し て 、 青 少 年 に

対 し 、 当 該 青 少 年 に 係 る 児 童 ポ ル ノ 等 の 提 供 を

行 う よ う 求 め た 者 で あ っ て 、 次 の い ず れ か に 該

当 す る も の  

 ア  当 該 青 少 年 に 拒 ま れ た に も か か わ ら ず 、 当

該 提 供 を 行 う よ う 求 め た 者  

 イ  欺 き 、 威 迫 し 、 又 は 困 惑 さ せ る 方 法 に よ り 、

当 該 提 供 を 行 う よ う 求 め た 者  

 ウ  対 償 を 供 与 し 、 又 は 供 与 の 申 込 み 若 し く は

約 束 を す る 方 法 に よ り 、 当 該 提 供 を 行 う よ う

求 め た 者  

第 四 十 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  
５  第 二 十 条 の 二 又 は 第 二 十 条 の 三 の 規 定 に 違 反 し

た 者 は 、 三 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

  

 


